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今年から医療費控除が変わります 

 
 今年から医療費控除の特例として「セルフメディケーション税制」が導入さ

れています。特定一般用医薬品等（OTC 医薬品）を購入した場合、その年中に

購入額が１万２千円を超えるときは、その超える部分の金額について８万８千

円を限度に医療費控除ができます。なお、従来の医療費控除との選択適用とな

ります。 

 
セルフメディケーション税制の対象商品については、レシートの商品名の前に

「★」マークが付きます。また、対象商品の合計額も分けて記載されます。 
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